
   大阪狭山市開発事業に係る事前の手続及び紛争調整に関する条例施行規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、大阪狭山市開発事業に係る事前の手続及び紛争調整に関する条

例（平成２５年大阪狭山市条例第９号。以下「条例」という。）の施行について、必

要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。 

（一体的な土地利用に該当する開発事業等） 

第３条 条例第２条第１号イで定める一体的な土地利用は、大阪狭山市開発指導要綱

（平成２年大阪狭山市要綱第４号）に基づいて開発者が行った開発行為が完了した

土地に隣接し、又は近接する土地において、同一の開発者又は土地所有者が２年以

内に開発事業を行う場合をいう。 

２ 条例第２条第１号イただし書に定める一体的な土地利用に該当しない開発事業 

は、先行する開発事業と同時に、又は引き続き行う開発事業の開発者及び土地所有

者とはいずれも異にする場合をいう。 

（関係地域） 

第４条 条例第２条第３号で定める関係地域は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める地域とする。 

  開発区域を含む地域（自治会単位を基本とする。） 

    開発区域を含まない地域であっても、開発区域の面積が３，０００平方  

メートル以上の場合は開発区域の境界線からの水平距離が３０メートル以内の区 

域、開発区域の面積が２，０００平方メートル以上３，０００平方メートル未満 

の場合は開発区域の境界線からの水平距離が２０メートル以内の区域及び開発区 

域の面積が２，０００平方メートル未満の場合は開発区域の境界線からの水平距 

離が１０メートル以内の区域は、それぞれ関係地域に含む。 

  中高層建築物の建築の場合は、開発区域を含まない地域であっても開発区域か 

らの水平距離が当該中高層建築物の高さの２倍以内（上限は５０メートルとす

る。）の区域を関係地域に含む。 

  前３号の規定に定める区域のほか、市長は、必要があると認めるときは、開発 



事業を行う地域の地形、土地の利用状況、交通等を総合的に勘案し、関係地域を 

定めることができる。   

（事業計画書） 

第５条 条例第７条第１項の事業計画書は、様式第 1 号によるものとする。 

２ 条例第７条第１項の規則で定める書類は、別表に掲げる書類とする。 

（標識の設置） 

第６条 開発者は、事業計画書を市長に提出したときは、条例第７条第２項の規定に

より直ちに標識（様式第２号）を開発区域内の見やすい場所に設置しなければなら

ない。 

２ 開発者は、標識を設置したときは、遅滞なく標識設置届（様式第３号）により市

長に届け出なければならない。 

（告示） 

第７条 条例第８条第２項の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

  開発者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者 

の氏名 

  開発事業を行う区域 

  開発事業の種類 

  縦覧期間 

  関係住民は、意見書を提出することができる旨 

  意見書の提出先、提出期限及び提出方法 

（周知計画書） 

第８条 条例第９条の規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 

  事業計画書提出年月日 

   開発事業名称 

  開発区域の地名地番 

  周知に関する事項 

  個別説明に関する事項 

 配布する書類及び図面 

  説明範囲 

  その他市長が必要と認めるもの 



２ 条例第９条の周知計画書は、様式第４号によるものとする。 

（事業計画の説明） 

第９条 条例第１０条第１項に規定する事業計画の説明は、次の各号に掲げる事項に

ついて行わなければならない。 

  開発区域の位置及び面積 

  開発事業の規模、構造及び用途 

  開発事業の工事の施行方法及び予定期間 

  工事に伴う騒音、振動及び粉じんの防止、工事車両の通行及び駐車その他工事 

に伴う安全対策に関すること。 

  開発事業に伴い発生する交通量等に関すること。 

  中高層建築物を建築する場合は、中高層建築物による日照及びテレビ放送の電 

波の受信障害に関すること。 

  前各号によるもののほか、周辺の住環境に及ぼす影響及びその対策に関するこ  

 と。 

２ 条例第１０条第２項の規定による報告は、説明状況報告書（様式第５号）に、次

の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

  説明会の議事録 

  個別の説明を行ったときは、当該説明に係る質疑応答の内容を記載した書類 

  前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（意見書） 

第１０条 条例第１１条第１項の意見書は、次の各号に掲げる事項を記載したものと

する。 

  意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあって 

は、その代表者の氏名 

  事業計画の説明を受けた日時及び場所 

  意見内容等にあっては、身近な住環境等に関する事項 

（合意書） 

第１１条 条例第１１条第５項、第１８条及び第２３条の規定により、当事者が合意

したときは、合意書（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

（追加説明会等） 



第１２条 条例第１２条に規定する追加説明会等を希望する関係住民は、追加説明会

等実施依頼書（様式第７号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、追加説明会等実施依頼書（様式第８号）により開発者に追加説明会等の

実施を求めるものとする。 

（事業計画の変更） 

第１３条 条例第１３条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるも

のとする。 

  開発区域の形状の変更。ただし、開発区域の面積の１０分の１以上の増減を伴 

うものを除く。 

 中高層建築物の建築の場合において、戸数、階数又は高さが減少するもの 

  前２号に掲げるもののほか、市長が適当と認める軽微な変更 

２ 開発者は、事業計画の変更が前項に該当する場合においては、事業計画変更届（様

式第９号）に当該事業計画の変更に係る書類を添えて、市長に提出するものとする。 

（事業計画の廃止） 

第１４条 条例第１４条の規定による届出は、事業計画廃止届（様式第１０号）によ

り行うものとする。 

（あっせん） 

第１５条 条例第１５条第１項又は第２項の規定による紛争の調整の申出は、あっせ

ん申出書（様式第１１号）によるものとする。 

２ 市長は、条例第１５条第１項又は第２項の規定によりあっせんを行うことを決定

したときは、あっせん開始通知書（様式第１２号）により当事者に通知するものと

する。 

（関係資料の提出要請） 

第１６条 条例第１５条第５項の規定により資料の提出を求めるときは、関係資料提

出要請書（様式第１３号）により行うものとする。 

（代表者選任の要請） 

第１７条 条例第１５条第６項の規定により代表者の選任を要請するときは、代表者

（選任・変更）要請書（様式第１４号）により行うものとする。 

（あっせんの打切り） 

第１８条 条例第１９条第２項の規定による通知は、あっせん打切通知書（様式第 



１５号）により行うものとする。 

（調停の申出等） 

第１９条 条例第２０条第１項又は第２項の規定による調停の申出は、調停申出書（様

式第１６号）により行うものとする。 

２ 市長は、条例第２０条第１項又は第２項の規定により、調停に付することを決定

したときは、調停開始通知書（様式第１７号）により、当事者に通知するものとす

る。 

（調停委員会の会長） 

第２０条 条例第２１条に規定する調停委員会に会長を置き、委員の互選により定め

る。 

２ 会長は、調停委員会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委

員がその職務を代理する。 

（調停委員会の会議） 

第２１条 調停委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 調停委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 調停委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

（調停案の受諾の勧告） 

第２２条 条例第２４条第２項の規定による勧告は、調停案受諾勧告書（様式第１８

号）により行うものとする。 

２ 条例第２４条第２項の規定による勧告を受けた当事者は、調停案の諾否につい 

て、定められた期限までに回答書（様式第１９号）を市長に提出しなければならな

い。 

（調停の打切り） 

第２３条 条例第２６条第４項の規定による通知は、調停打切通知書（様式第２０

号）により行うものとする。 

（調停委員会の庶務） 

第２４条 調停委員会の庶務は、都市整備部において処理する。 

（勧告） 



第２５条 条例第２８号又は第２９条の規定による勧告は、勧告書（様式第２１号）

により行うものとする。 

（命令） 

第２６条 条例第３０条の規定による命令は、命令書（様式第２２号）により行うも

のとする。 

（公表） 

第２７条 条例第３１条第１項から第３項までに規定する公表は、次に掲げる事項に

ついて、市役所前掲示板に掲示する方法その他市長が適当と認める方法により行う

ものとする。 

  開発事業を行う区域 

  条例第１６条（条例第２０条第５項において準用する場合を含む。）の規定に 

よる要請を受けた者又は条例第２４条第２項の規定による勧告を受けた者の氏名

又は名称及び住所又は所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

  公表の理由 

２ 条例第３１条第４項の規定による通知は、公表通知書（様式第２３号）により行

うものとする。 

（委任） 

第２８条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の大阪狭山市開発事業に係る事前の手続及び紛争調整

に関する条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をし

た上、この規則による改正後の大阪狭山市開発事業に係る事前の手続及び紛争調

整に関する条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。 


